
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
六

第
二
号
様
式
ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

八
九

第
三
号
様
式
中
「
第
４
条
第
２
項
」
を
「
第
９
条
第
２
項
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
第
５
条
第
１
項
」
を
「
第
１
０
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
身
体
障
害
者

福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
定
施
設
）

第
二
条

条
例
第
二
十
三
条
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
別
表
第
一
（い）
欄
に
掲
げ
る
施
設
で
、
そ
の
施

設
の
規
模
（
同
表
の
六
の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
一
日
当
た
り
の
乗
降
客
数
を
、
同
表
の
十

の
項
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
戸
数
（
増
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
増
築
後
の
戸
数
）
を
、
そ
の

他
の
施
設
に
あ
っ
て
は
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
（
増
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
増
築
後
の
床

面
積
）
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
同
表

（ろ）
欄
、

（は）
欄
又
は

（に）
欄
に
定
め
る
規
模
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
施
設
（
同
表
の
四
の
項
ハ
及
び
ニ
並
び
に
十
七
の
項
か
ら
十
九
の

項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。）
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
う
ち
、
新
築
、
増

築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
ロ

（１）
中
「
郵
政
事
業
庁
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
五
条
」

を
「
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
三
号

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
自
然
再
生
施
設
（
損
な
わ
れ
た
自
然
環
境
に
つ
い
て
、
当
該
自
然
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減

す
る
た
め
の
施
設
及
び
良
好
な
自
然
環
境
を
創
出
す
る
た
め
の
施
設
が
一
体
的
に
整
備
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次

に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九
　
植
生
復
元
施
設
及
び
動
物
繁
殖
施
設

十
　
砂
防
施
設
及
び
防
火
施
設

十
一
　
自
然
再
生
施
設

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三

条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
七
号
ロ
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
一
号
」
を

「
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第

十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
三
号
」

を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
に
お
い
て
」
を
「
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
」
に
改
め
、
同
条

第
十
六
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十

七
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
四
号
の
二
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

十
五
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
各
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同
条



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

九
〇

第
二
十
四
項
中
「
自
然
的
、」
を
「
自
然
的
及
び
」
に
、「
第
十
六
条
第
四
項
各
号
」
を
「
第
十
三

条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
第
十
六
条
第

四
項
第
十
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十

四
項
と
し
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
九
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
十
二
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
八
号
」
を

「
第
十
三
条
第
四
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
損
傷
し
よ
う
と
す

る
植
物
が
」
を
「
若
し
く
は
損
傷
し
よ
う
と
す
る
植
物
、
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
よ
う
と
す
る

動
物
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
よ
う
と
す
る
卵
に
係
る
動
物
が
、」
に
、「
植
物
の
」
を

「
動
植
物
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項

第
七
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
を
建
築
す
る
」
を
「
そ
の

他
の
工
作
物
を
設
置
す
る
」
に
改
め
、「
た
め
そ
の
他
土
地
を
段
階
上
に
造
成
す
る
」
を
削
り
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
す
る
。

二
の
二
　
土
地
を
階
段
状
に
造
成
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
（
農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
も
の
は
除
く
。）。

第
十
七
条
の
二
第
十
九
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
六
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
八
号
」
に
改
　

め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
十
　

三
条
第
四
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１９

条
例
第
十
三
条
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
若
し
く
は
農
林
漁

業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
又
は
公
益
上
必
要
で
あ
つ
て
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
一
種
特
別
地
域
又
は
第
二
種
特
別
地
域
若
し
く
は
第
三
種
特
別
地
域
の
う
ち
植
生
の
復
元

が
困
難
な
地
域
等
若
し
く
は
自
然
草
地
等
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
　

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
。

三
　
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
自
然
的
及
び
社
会
経
済
的
条
件
に
か
ん
が
み
、
集
積
又
は
貯
蔵
の
期
間
及
び
規
模
が
、
必
要

最
小
限
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
物
が
、
樹
木
そ
の
他
の
遮
へ
い
物
に
よ
り
利
用
施
設
等
そ
の
他
の

主
要
な
公
園
利
用
地
点
か
ら
明
瞭
に
望
見
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

六
　
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
高
さ
が
、
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
土
地
の
外
周
線
が
、
公
園
事
業
道
路
等
の
路
肩
か
ら
二
十
メ
ー
ト

ル
以
上
、
そ
れ
以
外
の
道
路
の
路
肩
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

八
　
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
土
地
の
外
周
線
が
、
敷
地
境
界
線
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て

い
る
こ
と
。

九
　
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
物
が
、
崩
壊
し
、
飛
散
し
、
又
は
流
出
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

十
　
支
障
木
の
伐
採
が
、
僅
少
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
集
積
又
は
貯
蔵
に
係
る
跡
地
の
整
理
に
関
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該

跡
地
の
整
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
土
地
所
有
者
等
と
の
協
議
）

第
十
七
条
の
三

知
事
は
、
条
例
第
十
三
条
第
四
項
第
十
三
号
の
区
域
の
指
定
に
当
た
つ
て
は
、
そ

の
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
使
用
の
た

め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。）
を
有
す
る
者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と

い
う
。）
の
財
産
権
を
尊
重
し
、
及
び
土
地
所
有
者
等
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
六
条
第
九
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
第
九
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第

六
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の

十
二
号
を
加
え
る
。

二
十
五
の
二
　
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ
で
、
か
つ
、
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
面
積
で
物

を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
三
　
耕
作
の
事
業
に
伴
う
物
の
集
積
又
は
貯
蔵
で
、
明
ら
か
に
風
致
の
維
持
に
支
障
の

な
い
も
の

二
十
五
の
四
　
森
林
の
整
備
又
は
木
材
の
生
産
に
伴
い
発
生
す
る
根
株
、
伐
採
木
又
は
枝
条
を
森

林
内
に
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
五
　
木
材
の
加
工
又
は
流
通
の
事
業
に
伴
い
発
生
す
る
木
く
ず
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵

す
る
こ
と
。

二
十
五
の
六
　
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
水
路
の

管
理
の
た
め
に
必
要
な
物
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
七
　
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
の
管
理
又
は
維
持
の
た
め
に
必
要
な
物
を

集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
八
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
管
理
の

た
め
に
必
要
な
物
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
九
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
物
を
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
十
　
有
害
な
ね
ず
み
族
、
昆
虫
等
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
卵
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を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
十
一
　
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
そ
れ

ら
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
十
二
　
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
緊
急
に
保
護
を
要
す
る
動
物
を
捕
獲
し
、
又
は
そ

の
卵
を
採
取
す
る
こ
と
。

二
十
五
の
十
三
　
魚
介
類
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
中
第
二
十
七
号
の
十
を
第
二
十
七
号
の
二
十
五
と
し
、
第
二
十
七
号
の
二
か
ら
第
二
十

七
号
の
九
ま
で
を
十
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
十
五
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
二
　
農
業
を
営
む
た
め
に
通
常
行
わ
れ
る
行
為
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
三
　
森
林
の
保
護
管
理
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
四
　
林
道
の
整
備
に
当
た
つ
て
必
要
な
事
前
調
査
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
五
　
森
林
法
第
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
保
安
林
、
同
法
第

二
十
九
条
若
し
く
は
第
三
十
条
の
二
に
規
定
す
る
保
安
林
予
定
森
林
、
同
法
第
四
十
一
条
に
規

定
す
る
保
安
施
設
地
区
若
し
く
は
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
保
安
施
設
地
区
予
定
森
林
の

管
理
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
必
要
な
事
前
調
査
の
た
め
に
立
ち
入

る
こ
と
。

二
十
七
の
六
　
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
水
路
の

管
理
又
は
そ
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
の
指

定
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
保
全
区
域
の
指
定
又
は
同
法
第
五
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
河
川
予
定
地
の
指
定
を
目
的
と
す
る
も
の
を
含
む
。）
の
た
め
に
立
ち

入
る
こ
と
。

二
十
七
の
七
　
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
の
管
理
若
し
く
は
維
持
又
は
同
法
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
の
監
視
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
八
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
の
実
施
に

当
た
つ
て
必
要
な
事
前
調
査
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
管
理

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
指
定
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
立
ち
入

る
こ
と
。

二
十
七
の
九
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
管
理
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指

定
を
目
的
と
す
る
調
査
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
　
文
化
財
保
護
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
管
理

又
は
復
旧
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
一
　
測
量
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
測
量
の
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
二
　
土
地
若
し
く
は
木
竹
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有

す
る
者
が
、そ
の
所
有
又
は
権
利
に
係
る
土
地
に
お
け
る
行
為
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
三
　
条
例
第
十
三
条
第
四
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
区
域
内
に

存
す
る
施
設
の
維
持
管
理
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
四
　
条
例
第
十
三
条
第
四
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
区
域
の
隣

接
地
に
お
い
て
、
条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
た
行
為
又
は
こ
の
条
の
各
号
に
規
定

す
る
行
為
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
通
過
す
る
目
的
で
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
五
　
犯
罪
の
予
防
又
は
捜
査
、
遭
難
者
の
救
助
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
を
行

う
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

二
十
七
の
十
六
　
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
調
査
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
行
う
た
め

に
立
ち
入
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
三
十
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
第
八
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
十
号
」
に
改
め

る
。第

十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を

「
次
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
第
七
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
七
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
十
六
条
第
七
項
」
を
「
第
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
四
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
」
に
、「
第
十
八
条
第

一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条

第
四
項
」
に
、「
条
例
第
十
六
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、「
第
十
八
条
第
一
項
」
を

「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
風
景
地
保
護
協
定
の
基
準
）

第
二
十
条
の
五

条
例
第
二
十
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
は
、
現
に
耕
作
の
目
的
又
は
耕
作
若
し
く
は
養
畜
の
業
務
の
た
め
の

採
草
若
し
く
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
（
以
下
「
耕
作
の
目
的
等
」
と
い
う
。）
に
供
さ
れ
て
お

ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
耕
作
の
目
的
等
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
用
地
以
外
の
農
用

地
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。

三
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
内
の
自
然
の
風
景
地
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
枯
損
し
た

木
竹
又
は
危
険
な
木
竹
の
伐
採
、
木
竹
の
本
数
の
調
整
、
整
枝
、
火
入
れ
、
草
刈
り
、
植
栽
、
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病
害
虫
の
防
除
、
植
生
の
保
全
又
は
復
元
、
歩
道
等
施
設
の
維
持
又
は
補
修
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
事
項
で
、
自
然
の
風
景
地
の
保
護
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
内
の
自
然
の
風
景
地
の
保
護
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
整

備
に
関
す
る
事
項
は
、
植
生
の
保
全
又
は
復
元
の
た
め
の
施
設
、
巣
箱
、
管
理
用
通
路
、
さ
く

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
、
自
然
の
風
景
地
の
適
正
な
保
護
に

資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
風
景
地
保
護
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
か
つ
二
十
年
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
風
景
地
保
護
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担

を
課
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

七
　
風
景
地
保
護
協
定
は
、
関
係
法
令
及
び
関
係
法
令
に
基
づ
く
計
画
と
整
合
性
の
と
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
　
風
景
地
保
護
協
定
は
、
河
川
法
そ
の
他
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
用
物
の
管
理
に
特

段
の
支
障
が
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
風
景
地
保
護
協
定
の
公
示
）

第
二
十
条
の
六

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
（
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
県
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で

行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
風
景
地
保
護
協
定
の
名
称

二
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域

三
　
風
景
地
保
護
協
定
の
有
効
期
間

四
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
内
の
自
然
の
風
景
地
の
管
理
の
方
法

五
　
風
景
地
保
護
協
定
区
域
内
の
自
然
の
風
景
地
の
保
護
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
が
定

め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
施
設

六
　
風
景
地
保
護
協
定
の
縦
覧
場
所

（
風
景
地
保
護
協
定
の
締
結
の
公
示
）

第
二
十
条
の
七

前
条
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
三
条
（
条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
園
管
理
団
体
の
指
定
基
準
）

第
二
十
条
の
八

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
園
管
理
団
体
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
自
然
の
風
景
地
の
保
護
及
び
そ
の
適
正
な
利
用
の
推
進
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
自
然
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
条
例
第
二
十
七
条
各
号
に
掲

げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
十
分
な
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
条
例
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適

正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
そ
の
他
条
例
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公
正
か
つ
適

確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
中
「
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第

十
七
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
三
項
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を

「
次
に
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
二
十
四
項
」
を
「
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
附
則
第
三
項
中
「
第
十
六
条
第

四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
、「
第
二
十
四
項
」
を
「
第
二
十
五
項
」
に

改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

九
三

第６号様式の２（第１７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

九
四

第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
第
１
６
条
第
４
項
」
を
「
第
１
３
条
第
４
項
」

に
改
め
、
第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第９号様式の２（第１７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

九
五

第
十
号
様
式
中
「
第
１
６
条
第
４
項
」
を
「
第
１
３
条
第
４
項
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
九
号
様

式
の
三
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第１０号様式（第１７条関係）


